
 

H19 年版 

 1 

品質管理のシステムに関する質問書 
（品質管理実施状況の報告書の添付資料） 

 

 監査事務所コード  

監査事務所名
 

代 表 者 名
 

＊ 監査事務所コードはレビューアーが記入します。 

 
 

回答欄 
質 問 項 目 関係規定等 

YES NO N/A

Ａ．品質管理の全般的体制 

1 (品質管理のシステムの整備、運用) 

監査契約の新規の締結及び更新から、監査計画の策定、監査業務の実施

及び監査報告書の発行に至る監査のプロセスについて、最新の職業的専

門家としての基準及び法令等に準拠した品質管理のシステムを整備し、運

用していますか。 

・ 品質管理に関する責任 

・ 職業倫理及び独立性 

・ 監査契約の新規の締結及び更新 

・ 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任 

・ 業務の実施 

・ 品質管理のシステムの監視 

(参考)中小事務所等施策調査会研究資料第１号「監査の品質管理規程の

例示について」 

品1(4) □ □  

2 (監査業務に係る方針と手続の伝達) 

すべての監査実施者（監査責任者、補助者（非常勤者を含む。））（以下同

じ。）に品質管理のシステムを構成する監査業務に係る方針と手続を周知・

徹底していますか。 

品1(12) □ □  

3 (最高経営責任者等の責任) 

品質管理規程等には、最高経営責任者等が、監査事務所の品質管理のシ

ステムに関する最終的な責任を負うことが明確になっていますか。 

品1(13) □ □  

Ｂ．職業倫理及び独立性 

4 (監査実施者の独立性) 

独立性の保持が要求されるすべての監査実施者及び審査担当者から倫理

委員会研究報告第１号「監査人の独立性チェックリスト」に準じた独立性の

確認書を、少なくとも年に一度入手していますか。 

法24 

法34の11 

品1(25)(26) 

□ □  

5 (単独監査の禁止) 

個人事務所においては、公認会計士法上の大会社等について、他の公認

会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として監

査業務に従事することにしていますか。 

法24の4 □ □ □ 

6 (報酬依存割合が高い場合の対応) 

会計事務所等の収入合計の 50％を超えて特定の依頼人及び依頼人の関

連企業等からの収入に依存する場合、倫理規則の「概念的枠組み（フレー

ムワーク・アプローチ）に基づき、依存割合を軽減する措置等を講ずること

倫16(6、7) 

指針107 

倫委2(9) 

□ □ □ 
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回答欄 
質 問 項 目 関係規定等 

YES NO N/A

にしていますか。 

7 (非監査証明業務の受嘱) 

監査証明業務を行っている大会社等の非監査証明業務を受嘱する場合、

同時提供禁止業務に該当するか否かを検討していますか。 

法24の2 

法34の11の2 

利府5 

倫16(5) 

□ □ □ 

8 (大会社等の主要な担当者のローテーション) 

大会社等の監査業務については、監査責任者、それと同程度以上に実質

的な関与をしている補助者及び審査担当者（委託審査等をする者を含

む。）に対して、倫理規則等で定める一定のローテーションを義務付けてい

ますか。 

法24の3 

法34の11の3 

品1(27) 

□ □  

9 (就職制限) 

監査責任者が、関与した会計期間及び翌会計期間の終了する日までの間

は、当該監査対象会社の取締役、監査役等に就任することを制限していま

すか。 

法28の2 

法34の14の2 

□ □  

Ｃ．監査契約の新規の締結及び更新 

10 (監査契約の新規の締結及び更新) 

監査契約の新規の締結をする前に、また既存の監査契約を更新するか否

かを決める場合に、監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する事項

を文書化していますか。 

品1(29) □ □  

11 (利益相反関係) 

監査契約を新規に締結することにより利益相反関係を生じさせるか、又は

その可能性が有るかどうかについて検討していますか。 

品1(33) □ □ □ 

12 (監査契約書) 

法規委員会研究報告第３号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成

について」Ⅲ付録に準じた監査契約書（最新の監査約款を含む。）を作成し

ていますか。 

 □ □  

Ｄ．監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任 

13 (ＣＰＥ履修状況の管理) 

日本公認会計士協会が実施するＣＰＥプログラムについて、すべての監査

実施者の履修状況（職業倫理４単位以上、監査の品質管理４単位以上を

含む１事業年度40単位以上）を管理していますか。 

会116 

継規3 

法28 

研府1 

□ □  

Ｅ．業務の実施 

14 （監査計画の策定） 

監査・保証実務委員会研究報告第19号「重要な虚偽表示のリスクの評価手

法」の様式例等を参考にして、監査計画の策定のための監査調書を作成し

ていますか。 

・ 監査計画立案のための重要性の基準値の決定（重要性の基準値の決

定に際して用いた過年度の財務諸表数値又は当年度の予算に基づく

財務諸表数値と当年度の財務諸表数値の実績との間に大きな乖離が

生じている場合の必要に応じた改訂を含む。） 

・ リスク評価手続（質問、分析、閲覧等）の実施 

・ 内部統制を含む、企業及び企業環境の理解 

・ 重要な虚偽表示のリスク（特別な検討を必要とするリスク、実証手続の

みでは十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクを含む。）の評価

・ リスク対応手続（運用評価手続、実証手続）の決定 

(参考)東京会研究報告書（中間報告書）「リスク・アプローチによる監査の手

基5(5) 

基27(9、10、14

～16) 

基29(116) 

基30(72) 

□ □  
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回答欄 
質 問 項 目 関係規定等 

YES NO N/A

引（監査基準に準拠した監査の手引）」 

 

15 (経営者への質問) 

内部統制を含む、企業及び企業環境を理解するために、経営者（代表取締

役等）やその他の企業構成員への質問を実施していますか（不正及び誤謬

に起因する財務諸表の重要な虚偽の表示の可能性を含む。）。 

基10(17) 

基29(7、9) 

基34(6) 

□ □  

16 (ＩＴを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示のリスクの評価) 

ＩＴ特有のリスクに企業がどのように対応しているかを理解し、ＩＴを利用した

情報システムに関するリスク評価手続を実施していますか。 

基29(87) □ □  

17 (補助者に対する指示) 

監査対象会社の状況に符合した監査手続書を作成・利用していますか。 

基32(21、22)  □ □  

18 （監査調書の査閲） 

監査責任者及び監督機能を有する補助者は、補助者の作成した監査調書

を査閲し、査閲者のサイン等と査閲日を記録していますか。 

基32(21、25、

27) 

□ □  

19 (監査調書の整備) 

体系的な監査調書番号を設定し、各監査調書へ所定の監査調書番号を付

与するとともに、監査手続を実施した者及びその完了日を記録しています

か。 

基36(21) □ □  

20 (監査調書の保管) 

機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能性及び検索可能性を

合理的に確保するように監査調書を管理し、保存（監査調書の保存期間の

設定を含む。）していますか。 

品1(81、86) □ □  

21 (継続企業の前提に関する監査人の検討) 

監査計画の策定に際して、経営者への質問、分析的手続等により、監査委

員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」第４項の例示を

参考にして、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存

在するか否かについて検討していますか。 

基22(8) □ □  

22 (継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が識別された場

合の対応) 

経営者の評価が適切であるかどうかを検討していますか。 

基22(11～14) □ □ □ 

23 (監査結果の取りまとめ) 

監査意見表明に当たって、財務諸表における項目の金額、小計額又は合

計額と適宜関連付けて未訂正の発見した虚偽の表示を集計していますか。

基5(13) □ □  

24 (財務諸表等の表示及び開示) 

有価証券報告書に含まれる個別財務諸表、連結財務諸表の表示の妥当

性を、最新の財務諸表等規則等に基づくチェックリストを利用する等の方法

により検討していますか。 

(参考)東京会「「有価証券報告書」に関するチェックリスト」 

       同「「半期報告書」に関するチェックリスト」 

       同「「会社法計算書類等」に関するチェックリスト」 

 □ □  

25 (監査報告書) 

監査報告書は、文例を参考にして適切に作成していますか。 

委75 □ □  

26 (経営者確認書の日付) 

監査報告書と同日付で入手していますか。 

基3(5) □ □  

27 (経営者確認書の記載事項) 

確認項目は網羅的に記載され、以下の項目が含まれていますか。 

基3(6、7) 

基34(15) 

□ □  
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回答欄 
質 問 項 目 関係規定等 

YES NO N/A

・ 監査対象となる財務諸表に係る事項 

・ 監査手続上の制約に係る事項 

・ 財務諸表に重要な影響を及ぼす事項 

・ 財務諸表の開示の網羅性に係る事項 

① 監査人から要請のあった関連当事者の存在及び関連当事者との
取引の識別に関するすべての資料は監査人に提供した旨 

② 関連当事者との取引は適切に計上し注記している旨 
③ 財務諸表に計上又は注記している事項を除き、重要なデリバティ
ブ取引はない旨 

・ 監査人が発見した未訂正の財務諸表の虚偽の表示に係る事項 

・ その他 

① 重要な会計方針の変更がある場合には、その旨及び理由 

28 (関連当事者等との取引等) 

経営者等から提供された、すべての既知の関連当事者の名称を識別した

資料を検討し、当該情報の網羅性に関する監査手続を実施していますか。

基34(6) □ □  

29 (後発事象) 

後発事象に係る情報を入手し検討していますか。 

・ 決算日後に開催された株主総会、取締役会及び常務会等の重要な会

議の議事録の閲覧 

・ 重要な後発事象を漏れなく認識するために経営者が実施した諸手続及

び実施結果の検討 

・ 後発事象の発生の有無に関する記載を含む経営者確認書の入手 

・ 利用可能な最新の経営管理資料（予算、資金計画等）の閲覧、分析 

・ 決算日後の会計記録（月次試算表等）の内容の検討 

・ 財務・経理担当役員等に対する後発事象の発生の有無に関する質問 

委76(6) □ □  

30 (弁護士確認の実施) 

法律的専門家の見解を入手する必要がある場合、弁護士への確認を実施

していますか。 

委73(5、6) □ □ □ 

31 (金融商品取引法（証券取引法）監査報告書日付現在における訴訟事件等

への対応) 

弁護士への確認を行っている場合、金融商品取引法（証券取引法）監査報

告書日付現在における訴訟事件等へ適切に対応していますか。 

・ 適切な基準日を設定して、改めて確認状を発送する。 

・ 確認状に確認対象事項の変動状況に関する弁護士からの追加的情報

提供の依頼文を挿入する。 

委73(8、付録) □ □ □ 

32 (確認状の発送と回収) 

確認先の選定、確認状の作成、発送及び返信の回収について自らコントロ

ールしていますか。 

基19(21) □ □ □ 

33 （積極的確認に回答がない場合の対応、確認差異） 

積極的確認に対する回答がない場合（回答未記入の場合を含む。）の代替

手続及び確認差異の差異調整が、監査意見表明前までに終了するように

実施していますか。 

基19(22、23、

25、26) 

□ □ □ 

34 （貸借対照表日前の確認） 

実証手続として、期末日前の一定の時期を確認基準日として残高確認を実

施している場合に、確認基準日で得られた監査上の結論を期末日まで延

長して適用するためのロール・フォワード手続を実施していますか。 

基19(28) □ □ □ 
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回答欄 
質 問 項 目 関係規定等 

YES NO N/A

35 (会計上の見積りの監査) 

会計上の見積りの合理性を判断するために、見積りの基礎となる仮定の適

切性、情報の適切性及び計算の正確性の検討、過年度の会計上の見積り

と実績との比較、会社の承認手続の検討、監査人が自ら会計上の見積りを

実施し、経営者が行った見積りとの比較によるその差異の内容の検討及び

決算日後の取引及び事象の検討等を実施していますか。 

・ 滞留債権の評価（債権区分、貸倒見積高の妥当性） 

・ 滞留在庫の評価（正味実現可能価額の妥当性） 

・ 有価証券の評価（時価、実質価額の妥当性） 

・ 繰延税金資産の評価（監査委員会報告第66号に準拠した会社区分、

将来加減算一時差異のスケジューリングの妥当性） 

・ 固定資産の減損会計（グルーピング、減損の兆候の判定、減損損失の

認識・測定の妥当性） 

・ 退職給付会計（割引率、期待運用収益率の妥当性） 

・ その他 

基13(9～19) □ □  

36 (連結の範囲及び持分法の適用範囲の検討) 

連結の範囲及び持分法の適用範囲を検討していますか。 

 □ □ □ 

37 (連結子会社等の監査手続) 

重要な子会社及び関連会社の財務諸表の信頼性を検討していますか。 

 □ □ □ 

38 (連結仕訳) 

資本連結、債権債務の相殺消去、取引高の相殺消去、未実現損益の消去

等の連結仕訳の妥当性を検討していますか。 

 □ □ □ 

39 (文書化) 

業務の実施に関する事項を適切に文書化していますか。 

・ 一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施した監査手

続、その実施の時期及び範囲 

・ 監査手続を実施した結果及び入手した監査証拠 

・ 重要な事項及び到達した結論 

基36(8) □ □  

Ｆ．監査業務に係る審査 

40 (審査の実施対象) 

すべての監査業務を審査の対象としていますか。 

品1(63) □ □  

41 (審査の実施時期) 

監査業務に係る審査を適時に実施していますか。 

・ 監査計画（計画策定時・変更時速やかに） 

・ 中間監査における意見（中間監査報告書提出日前） 

・ 会社法監査における意見（監査報告書提出日前） 

・ 金融商品取引法（証券取引法）監査における意見（監査報告書提出日

前） 

基32(36) □ □  

42 (審査担当者の適格性) 

審査の実施に必要な知識、経験、能力等を有する者を審査担当者として選

任していますか。 

品1(71) □ □  

43 (審査担当者の客観性) 

審査担当者は、監査対象会社、監査対象会社の親会社又は連結子会社の

監査を実施していませんか。 

品1(73) □ □  

44 (審査資料) 

以下の資料を審査対象としていますか。 

基32(37～39) □ □  
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回答欄 
質 問 項 目 関係規定等 

YES NO N/A

・ 意見表明の対象となる計算書類（案）、財務諸表（案） 

・ 監査報告書（案） 

・ 監査計画書（特に当該期における重要事項、特別な留意事項） 

・ 監査結果説明資料（監査実施概要、過年度と比較した場合の重要事

項、検出事項の要約を含む。） 

・ 監査実施者が行った重要な判断や監査意見を裏付けるものとして審査

担当者が必要と認めた監査調書 

45 (審査結果) 

審査結果を明確に記録していますか。 

・ 審査実施者（署名） 

・ 審査実施日 

・ 審査の結論 

品1(65)(77) □ □  

Ｇ．品質管理のシステムの監視 

46 (日常的監視) 

品質管理のシステムの日常的監視を実施していますか。 

品1(93) □ □  

47 (監査業務の定期的な検証) 

監査業務の実施及び監査業務に係る審査に関与しない者による監査業務

の定期的な検証を実施していますか。 

(参考)中小監査事務所等施策調査会研究資料第２号「監査業務の定期的

検証チェックリスト」 

品1(94) □ □  

48 (文書化) 

日常的監視及び定期的な検証に関する事項を適切に文書化しています

か。 

品1(104) □ □  

Ｈ．監査事務所間の引継 

49 (監査人の交代) 

監査基準委員会報告書第33号「監査人の交代」に準拠した手続を実施して

いますか。 

品1(110) □ □ □ 

Ｉ．共同監査 

50 (共同監査協定書) 

日本公認会計士協会が公表した「共同監査協定書のひな型」又はそれに

準ずる様式を利用して、共同監査協定書を作成していますか。 

品1(113) □ □ □ 

 

法  ： 公認会計士法 

利府 ： 公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令 

研府 ： 公認会計士法第 28 条に規定する研修に関する内閣府令

会 ： 会則 

倫 ： 倫理規則 

継規 ： 継続的専門研修制度に関する規則 

指針 ： 独立性に関する概念的枠組み適用指針 

品 ： 品質管理基準委員会報告書 

基 ： 監査基準委員会報告書 

委 ： 監査・保証実務委員会報告（監査委員会報告） 

倫委 ： 倫理委員会報告 

 


